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地域医療構想の推進に関する医療機関の対応方針

（医療局医療政策課）

１ 概 要

地域医療構想の進め方については、平成 30 年２月７日付け及び令和４年３月 24 日付けの

厚生労働省通知において、2023 年度までに民間医療機関も含めた対応方針の策定や検証・見

直しを行うこととされた。

これを受け、県では、各圏域での地域医療構想調整会議や医療対策協議会等で意見を聴取

した上で、関係医療機関に対し対応方針の作成を依頼していく。

２ 対応方針の作成内容等（案）

（※）医療機関数及び許可病床数は令和４年４月１日現在

（※）公立病院には県立こころの医療センター（精神病床 280 床）を含む

３ スケジュール（案）

１

区 分
医療

機関数

許可

病床数
作成内容等 備 考

公立・公的

医療機関

公立病院 26 9,534 公立病院経営強化プランを策定

別紙１

公立病院以外 24 8,359

公立病院経営強化ガイドライン

の内容を踏まえ、新興感染症の

取組を追加するなど、公的医療

機関等 2025 プランを更新

民間

医療機関

病院

（対応方針策定済）
76 10,001

公立病院経営強化ガイドライン

の内容を踏まえ、新興感染症の

取組を追加するなど、2025 年へ

の対応方針を更新

病院

（対応方針未策定）
14 2,613 2025 年への対応方針を新規策定 別紙２

有床診療所 161 1,717 他県の状況を参考にしながら現在検討中

合 計 301 32,224

令和４年度 令和５年度

調整会議

①

対応方針

作成説明

医療機関で対応方針作成⇒

調整会議で協議（順次実施）

※順序や進め方は各圏域で検討を依頼

医療対策

協議会①

対応方針

策定案の

協議

医療機関

に作成を

依頼

7/26７月～ ８月～

調整会議

②

調整会議

③

調整会議

①～③

10 月 ２月

資料１



●公立病院経営強化プランの記載事項（新公立病院改革プランとの比較）

※公立病院経営強化ガイドライン及び新公立病院改革ガイドラインに基づき作成

№ カテゴリ 項目 記載内容 （旧）新公立病院改革プラン

1
①地域医療構想を踏まえた当該病院
の果たすべき役割・機能

・令和7年（2025年）及び経営強化プランの対象期間の最終年度における当該公立病院の機能ごとの病床
数や、病床機能の見直しを行う場合はその概要
※精神医療についても同様に記載

（１）地域医療構想を踏まえた役割の
明確化
①地域医療構想を踏まえた当該病院
の果たすべき役割

2
②地域包括ケアシステムの構築に向
けて果たすべき役割・機能

・在宅医療に関する役割、住民の健康づくりの強化にあたっての具体的な機能、緊急時における病床の
確保、人材育成など

（１）地域医療構想を踏まえた役割の
明確化
②地域包括ケアシステムの構築に向
けて果たすべき役割

3 ③機能分化・連携強化

・地域全体で持続可能な地域医療提供体制を確保するために必要な機能分化・連携強化の取組につい
て検討し、取組が必要な場合は、具体的な措置を記載
・以下の公立病院は、必要な機能分化・連携強化の取組について記載
　ア）新設・建替え等を予定　イ）病床利用率が低水準　ウ）黒字化が著しく困難　エ）地域医療構想やコロ
ナ対応を踏まえ病院間の役割分担と連携強化が必要　オ）医師・看護師等が不足

＜なし＞

4
④医療機能等の指標に係る数値目
標の設定

・医療機能に係るもの（地域救急貢献率、手術件数、訪問診療・看護件数、リハビリ件数、地域分娩貢献
率など）
・医療の質に係るもの（患者満足度、在宅復帰率、クリニカルパス使用率など）
・連携の強化等に係るもの（医師派遣等件数、紹介率・逆紹介率）
・その他（臨床研修医の受入件数、地域医療研修の受入件数、健康・医療相談件数など）

（１）地域医療構想を踏まえた役割の
明確化
④医療機能や医療の質、連携の強化
等に係る数値目標

5 ⑤一般会計負担の考え方
・不採算部門に係る経費の負担区分の明確化
・公立病院に求められる機能と一般会計負担は表裏一体

（１）地域医療構想を踏まえた役割の
明確化
③一般会計負担の考え方

6 ⑥住民の理解のための取組 ・住民の理解のための取組の概要を記載
（１）地域医療構想を踏まえた役割の
明確化
⑤住民の理解

7 ①医師・看護師の確保

＜記載が必要な内容＞
医師・看護師等の派遣や派遣受入、職員採用の柔軟化、勤務環境の整備等、医療従事者確保のための
取組
＜記載が望ましい内容＞
１）基幹病院
・医師・看護師等の中小病院等への派遣の取組
２）不採算地区病院をはじめとする中小規模の病院
・派遣元病院との連携強化と医師・看護師等の受入環境の整備

（２）経営の効率化
③目標達成に向けた具体的な取組
１）医師等の人材の確保・育成

8
②臨床研修医の受入等を通じた若手
医師の確保

＜記載が必要な内容＞
・若手医師のスキルアップを図るための環境整備について記載（研修プログラムの充実、指導医の確保、
学会・大学（研究室）等への訪問機会の確保、ＩＣＴ環境の整備など）
＜記載が望ましい内容＞
・都市部の公立病院においては、不採算地区病院等への派遣を積極的に記載すること

＜なし＞

9 ③医師の働き方改革への対応

＜記載が必要な内容＞
・医師の働き方改革への取組の概要について記載（適切な労務管理の推進、タスクシフト／シェアの推
進、ＩＣＴの活用、地域の医師会や診療所等の連携など）
＜記載が望ましい内容＞
・医師の負担軽減のためのコメディカルの確保・育成や、管理者を含む医療従事者全体の意識改革・啓発
に関する取組

＜なし＞

10

（
３

）
経

営
形
態
の

見
直
し

・経営の強化に向けた最適な経営形態を検討し（地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化（非
公務員型）、指定管理者制度の導入、民間譲渡、事業形態の見直しなど）、見直しが必要となる場合は、
新経営形態への移行の概要（スケジュールを含む）を記載

（４）経営形態の見直し

11

（
４

）
新
興
感
染
症
の

感
染
拡
大
時
に
備
え
た

平
時
か
ら
の
取
組

・新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組の概要を記載
（例：感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペース等の整備、各医療機関間での連携・役割
分担の強化、専門人材の確保・育成、感染防護具等の備蓄、院内感染対策の徹底、クラスター発生時の
対応方針の共有など）

＜なし＞

12
①施設・設備の適正管理と整備費の
抑制

・プラン計画期間内における施設・設備に係る主な投資について、必要性や規模について十分検討を行っ
た上でその概要を記載
（例：病院施設に係る新設・建替え・大規模改修、高額な医療機器の導入等）

（２）経営の効率化
③目標達成に向けた具体的な取組
４）施設・設備整備費の抑制等

13 ②デジタル化への対応

・ＩＣＴを活用した医療の質の向上、医療情報の連携、働き方改革の推進と病院経営の効率化のための取
組を記載
（例：電子カルテ、マイナンバーカードの健康保険証利用、遠隔診療、オンライン診療等）
・特にマイナンバーカードの健康保険証利用について、患者への周知に関する取組を記載

＜なし＞

14 ①経営指標に係る数値目標

・収支改善に係るもの（経常収支比率、医業収支比率、修正医業収支比率、不良債務比率、資金不足比
率、累積欠損金比率など）
・収入確保に係るもの（１日当たり入院・外来患者数、入院・外来患者１人１日当たり診療収入、医師（看護
師）１人当たり入院・外来診療収入、病床利用率、平均在院日数、ＤＰＣ機能評価係数など診療報酬に関
する指標等）
・経費削減に係るもの（材料費・薬品費・委託費・職員給与費・減価償却費などの対修正医業収益比率、
医薬材料費の一括購入による削減比率、100床当たり職員数、後発医薬品の使用割合など）
・経営の安定性に係るもの（医師・看護師・その他医療従事者数、純資産の額、現金保有残高、企業債残
高など）

（２）経営の効率化
①経営指標に係る数値目標の設定

15
②経常収支比率及び修正医業収支
比率に係る目標

・対象期間中に経常黒字化する数値目標
・修正医業収支比率についても、所定の操出が行われれば経常黒字が達成できる水準となるよう数値目
標

（２）経営の効率化
②経常収支比率に係る目標設定の考
え方

16 ③目標達成に向けた具体的な取組
・数値目標の達成に向け、民間的経営手法の導入、事業規模・事業形態の見直し、収入増加・確保対策、
経費削減・抑制対策などについて、具体的にどのような取組をどの時期に行うか記載

（２）経営の効率化
③目標達成に向けた具体的な取組

17
④対象期間中の各年度の収支計画
等

・新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画及び各年度における目標数値の見通し等を記載
（２）経営の効率化
④対象期間中の各年度の収支計画
等

（
１

）
役
割
・
機
能
の
最
適
化
と
連
携
の
強
化

（
２

）
医
師
・
看
護
師
等
の
確
保
と
働
き
方
改
革

（
５

）
施
設
・
設
備
の
最
適
化

（
６

）
経
営
の
効
率
化
等
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○○○○病院（診療所）の今後の対応について（参考様式）（案）

１ ○○○○病院（診療所）の基本情報

３

区分 内容

開設主体

施 設 名

所 在 地

許

可

病

床

病床の種別

病床機能別
総病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

稼

動

病

床

病床の種別

病床機能別
総病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

職員数（○月末時点）

医 師 ○名（常勤○名・非常勤○名）

看護職員 ○名

専 門 職 ○名

事務職員 ○名

診

療

科

毎

医

師

数

○○科 計○○人 うち常勤○○人、非常勤○○人

別紙２



２ 現状認識と取組事項

①現在の地域における医療機能や将来の人口推移と医療需要等の環境変化を踏まえた

2025 年を見据えた自医療機関の役割

②2025 年における予定病床数

４

区分 内容

現在の地域における

自医療機関の役割

今後の環境変化等を

踏まえ、地域で想定

される課題

将来の自医療機関の

役割及び展望

（他の医療機関との

連携等）

許

可

病

床

病床の種別

病床機能別
総病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

稼

動

病

床

病床の種別

病床機能別
総病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期









令和３年度病床機能報告の集計結果の状況（暫定値）

（医療局医療政策課）

１ 病床機能報告制度（医療法第30条の13）

○病床機能報告制度は、医療介護総合確保推進法（平成26年 6月成立）により改正された医

療法第30条の13に基づく制度である。（平成26年 10月施行）

○医療機能の分化・連携の推進のため、県は毎年度医療機関からその有する病床において担っ

ている医療機能の現状等を病棟単位で報告を受ける。

○県には公表義務があり、県ホームページでの公表や、地域医療構想調整会議等での協議に活
用していく。

２ 令和３年度報告結果

（１）報告状況

（２）過去３年間の病床数の推移と地域医療構想における病床の必要量との比較

○全体

・令和３年度の最大使用病床数は28,249床であり、昨年度の29,876床から1,627 床減少した。

・令和３年度より稼働病床の算出方法が最大使用病床として明確に示されたことから、昨年度

より稼働病床数は大幅に減少しているものの、病床の稼働状況がより実態に近づいた。

○一般病床（高度急性期、急性期、回復期）

・高度急性期、急性期、回復期の割合は令和２年度病床機能報告と同様の傾向であった。

・2025年の必要病床数と比較した場合では、回復期が不足していることから、さらに回復期

への機能転換を進めていく。

○療養病床（慢性期）

・慢性期の割合は令和２年度病床機能報告と同様の傾向であった。

・2025 年の病床必要量と比較して1,000 床以上多い状態であるが、毎年順調に減少し続けて

いる。今後も介護医療院等への転換を推進し、乖離を解消していく。

（全県)

報告対象 Ｒ２ Ｒ３ 増減 備考

病院 １４０ １３９ ▲１ 報告率100%

診療所 １５４ １４８ ▲６ 報告率100%

合計 ２９４ ２８７ ▲７

（暫定値）

資料２
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（３）構想区域別の病床の稼働状況と構成比（暫定値）

９

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
高度急性期 5,285 18% 5,303 19% 3,160 12% 18 ▲ 2,143
急性期 11,792 39% 10,656 38% 9,084 34% ▲ 1,136 ▲ 1,572
回復期 4,684 16% 4,633 16% 7,903 30% ▲ 51 3,270
慢性期 8,115 27% 7,657 27% 6,437 24% ▲ 458 ▲ 1,220

計 29,876 28,249 26,584 ▲ 1,627 ▲ 1,665
高度急性期 0 0% 0 0% 20 3% 0 20
急性期 256 33% 260 34% 186 28% 4 ▲ 74
回復期 160 21% 158 20% 271 41% ▲ 2 113
慢性期 353 46% 353 46% 182 28% 0 ▲ 171

計 769 771 659 2 ▲ 112
高度急性期 64 6% 64 6% 84 8% 0 20
急性期 498 47% 491 50% 365 34% ▲ 7 ▲ 126
回復期 161 15% 139 14% 384 36% ▲ 22 245
慢性期 329 31% 291 30% 235 22% ▲ 38 ▲ 56

計 1,052 985 1,068 ▲ 67 83
高度急性期 869 14% 873 15% 609 12% 4 ▲ 264
急性期 2,684 43% 2,379 40% 1,588 32% ▲ 305 ▲ 791
回復期 954 15% 955 16% 1,572 32% 1 617
慢性期 1,665 27% 1,734 29% 1,160 24% 69 ▲ 574

計 6,172 5,941 4,929 ▲ 231 ▲ 1,012
高度急性期 260 10% 254 11% 208 8% ▲ 6 ▲ 46
急性期 1,153 46% 1,054 44% 867 33% ▲ 99 ▲ 187
回復期 538 21% 518 22% 859 33% ▲ 20 341
慢性期 555 22% 553 23% 676 26% ▲ 2 123

計 2,506 2,379 2,610 ▲ 127 231
高度急性期 1,506 24% 1,477 26% 773 15% ▲ 29 ▲ 704
急性期 2,067 33% 1,845 32% 1,760 34% ▲ 222 ▲ 85
回復期 846 14% 810 14% 1,370 26% ▲ 36 560
慢性期 1,772 29% 1,613 28% 1,299 25% ▲ 159 ▲ 314

計 6,191 5,745 5,202 ▲ 446 ▲ 543
高度急性期 468 14% 645 21% 321 10% 177 ▲ 324
急性期 1,565 47% 1,291 41% 1,133 35% ▲ 274 ▲ 158
回復期 586 18% 535 17% 1,054 32% ▲ 51 519
慢性期 705 21% 672 21% 738 23% ▲ 33 66

計 3,324 3,143 3,246 ▲ 181 103
高度急性期 388 14% 386 14% 256 9% ▲ 2 ▲ 130
急性期 997 36% 954 35% 1,081 38% ▲ 43 127
回復期 563 20% 625 23% 821 29% 62 196
慢性期 847 30% 769 28% 698 24% ▲ 78 ▲ 71

計 2,795 2,734 2,856 ▲ 61 122
高度急性期 1,730 24% 1,604 24% 889 15% ▲ 126 ▲ 715
急性期 2,572 36% 2,382 36% 2,104 35% ▲ 190 ▲ 278
回復期 876 12% 893 14% 1,572 26% 17 679
慢性期 1,889 27% 1,672 26% 1,449 24% ▲ 217 ▲ 223

計 7,067 6,551 6,014 ▲ 516 ▲ 537

病床機能報告 病床の必要量 比較

2020年（R2） 2021年（R3） 2025年構想区域 医療機能
2020⇔2021 2021⇔2025

県全体

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部



（参考）令和３年度病床機能報告における主な変更点一覧

令和３年度病床機能報告では、実態に即した病床の稼働状況に加え、季節変動を見込んだ年間

診療実績やコロナ対応状況等を把握するため、報告対象期間や内容が見直されている。

＜調査対象期間の変更＞

※Ⅰ：医療機能、入院患者数、人員配置等に係わる調査 Ⅱ：診療実績（手術件数等）に係わる調査

★：許可病床数・医療機能等

１０

H30 R元 R2 R3 R4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

実施せず

令和元年度
病床機能報告

令和２年度
病床機能報告

令和３年度
病床機能報告

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

様式 項目
変更前

（令和２年度報告まで）

変更後

（令和３年度報告から）

Ⅰ

病床数に係る項目
・前年７月から報告年６月

までの｢稼働病床数｣を報告

・前年４月から報告年３月までの

｢最大使用病床数｣と「最小使用病床

数（任意）」を報告

コロナの対応

状況に係る項目
―

・コロナ対応のために臨時的に増床し

た病床数等を報告

年間実績を報告

する項目

例：新規入棟患者数、

救急車の受入件数等

・前年７月から報告年６月ま

での年間実績を報告

・前年４月から報告年３月までの月別

の年間実績を報告

１か月間の実績

を報告する項目

例：分娩件数等

・報告年６月１か月分の

実績を報告

・前年４月から報告年３月までの月別

の年間実績を報告

Ⅱ

１か月間の実績

を報告する項目

例：手術件数等

・報告年６月診療分の入院

診療実績を報告

（令和２年度は実施せず）

・前年４月から報告年３月診療分の月

別の入院診療実績を報告

報告年7/1時点の
医療機能・許可病床数

（変更なし）

◎報告対象期間の変更
前年７月～報告年６月分を報告していた項目
⇒前年４月～報告年３月
報告年の６月１ヶ月分を報告していた項目
（主に様式Ⅱ）⇒前年４月～報告年３月
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外来機能報告制度及び紹介受診重点医療機関
（医療局医療政策課）

１ 外来医療の課題

○患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆ

る大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤

務医の外来負担等の課題が生じている。

○人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、

外来機能の明確化・連携を進めていく必要がある。

２ 改革の方向性

○地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で

進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。（外来機能報告）

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・

連携に向けて必要な協議を行う。

⇒①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療機関を重点

的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関（紹介受診重点医療機関）を

明確化

・個々の医療機関が外来機能報告により報告し、地域の協議の場において国の示

す基準を参考にして確認することにより決定

３ 根拠法令

医療法等の一部を改正する法律（公布：R3.5.28、施行（外来機能報告）：R4.4.1）

11

資料３
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４ 主な報告項目

（１）医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）の実施状況

ア 重点外来の実施状況の概況

・初診・再診ごとの外来患者延べ数 等

イ 重点外来の実施状況の詳細

・初診・再診ごとの外来化学療法加算件数 等

（２）紹介受診重点医療機関となる意向の有無

（３）地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項

ア その他の外来・在宅医療・地域連携の実施状況

・生活習慣病管理料を算定した件数 等

イ 救急医療の実施状況

・休日に受診した患者延べ数 等

ウ 紹介・逆紹介の状況

エ 外来における人材の配置状況

・医師数、看護師数 等

オ 高額等の医療機器・設備の保有状況

・マルチスライスＣＴの台数 等

５ 医療機関を重点的に活用する外来に関する基準

及び

６ スケジュール

病床機能報告と一体的に報告を行うこととする。令和４年度のスケジュールは以下の

とおり。

（※）無床診療所の中にも、高額な医療機器等により検査を集中的に実施しているものもあるため、

そのような無床診療所については対象医療機関に含めることとする。具体的には、令和４年

度については、前年度中に該当する蓋然性の高い医療機関に外来機能報告を行うか否かの意

向を確認した上で、意向ありとした無床診療所について、対象医療機関に含めることとする。

12

初診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合 ４０％以上（初診基準）

再診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合 ２５％以上（再診基準）

４月～ ・対象医療機関の抽出（※）

・ＮＤＢデータ（前年度４月～３月）を対象医療機関別に集計

９月頃 ・対象医療機関に外来機能報告の依頼

・報告用ウェブサイトの開設

・対象医療機関にＮＤＢデータの提供

１０月頃 ・対象医療機関からの報告

１２月頃 ・データの不備のないものについて、集計とりまとめ

・都道府県に集計取りまとめを提供

１～３月頃 ・地域の協議の場における協議

・都道府県により紹介受診重点医療機関の公表

・都道府県に集計結果の提供



１ 基金の概要

２ 基金事業化に向けたスケジュール（予定）

３ 事業提案で留意いただきたい事項

※区分Ⅰ-②：病床機能再編支援については、別途医療機関に照会通知を発出予定。

区分Ⅵ：勤務医の働き方改革については、対象医療機関に別途照会予定。

13

時　期 提案者 県 国

　10月
      ～12月

　 7月

     ～9月

　1月
　～3月

4月～

令和４年

令和５年

事業提案
提案募集

当
初
予
算
編
成

事業提案

提案内容の精査・調整

事業内容の確認等

配分額調整

要望（計画案）提出
（国要望ヒアリング）

県議会２月定例会

（当初予算成立）

計画書、申請書等提出

基金事業の募集

提案事業のまとめ

○ 県計画の決定
○ 前年度までの事後評価

事業実施
県内示 基金の国内示

R2：9/29
R3：8/10

地域医療介護総合確保基金（医療分）

名 称 静岡県地域医療介護総合確保基金（H26年条例制定）

趣旨等

・団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、

在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率

的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が

急務の課題

⇒消費税増収分を活用した新たな財政支援制度として都道府県に基金設置

・都道府県計画を作成し、この計画に基づいて事業を実施

負担割合 国２／３、都道府県１／３（法定負担率） 区分Ⅰ-②は国10/10

国予算

（億円）

・1,853億円（公費ベース） → うち、医療分1,029億円(対前年比150億円減)

区分Ⅰ:200億円（▲150）、区分Ⅰ-②：195億円（±0）

区分Ⅱ・Ⅳ:491億円（±0）、区分Ⅵ:143億円（±0）

目 的

基金の目的（医療と介護の総合的な確保）や各区分の趣旨（Ⅰ：地域医療

構想の達成、Ⅱ：在宅医療の推進、Ⅳ：医療従事者の確保）につながる提案

をすること。

財 源
診療報酬や他の補助金等で措置されているものを基金事業の対象とするこ

とは不可であること。

公 共 性
個別の医療機関等の機能強化ではなく、全県や圏域・地域の医療ニーズを

捉えた、公共性の高い事業であること。

事業効 果
事後評価の検証が必要とされることから、定量的な事業効果の測定ができ

る目標を設定すること

資料４



14

別紙４

地域医療介護総合確保基金の状況

１ H26～R3 累計積立額及び執行額

医療分は累計で 191 億円積み立て、135 億円執行し、71.1％の執行率となっている。

（単位：千円）

※積立額に運用益等は含まない。

２ 令和３年度基金事業決算

令和３年度当初予算額は 29.9 億円、決算額は 19.2 億円、執行率は 64.4％であった。

（単位：千円）

※積立額との差額は未執行額（基金残高）を活用。積立額に運用益等は含まない。

３ 基金事業予算等

基金の執行については、標準事業例や標準単価等の設定、適切なアウトプット・ア

ウトカムの設定、基金残高の区分間流用は不可等、基金を充当する事業や基金の扱い

に関して様々な条件が国から示されている（不適切な事業がないか等を毎年度国に確

認されており、最終的な基金充当可否及び積立額は国の確認・協議後に確定する）。

積立額については、執行率や基金残高を考慮し、基金残高が過大とならないよう、

調整している。

（単位：千円）

※医療と介護の合計。積立金決算額には運用益等を含む。

事業区分 積立額
取崩額

（執行額）
執行率

差額

（残高）
①病床機能分化・連携推進 6,481,672 2,552,474 39.4% 3,929,198
①-２病床機能再編支援 103,740 103,740 100.0% 0
②在宅医療推進 2,043,284 1,597,818 78.2% 445,466
③介護施設等整備 13,188,041 6,545,849 49.6% 6,642,192
④医療従事者確保 9,786,480 9,061,025 92.6% 725,455
⑤介護従事者確保 3,536,734 3,291,683 93.1% 245,051
⑥勤務医労働時間短縮 644,784 228,985 35.5% 415,799

計 35,784,735 23,381,574 65.3% 12,403,161
内

訳

医療分小計①②④⑥ 19,059,960 13,544,042 71.1% 5,515,918
介護分小計③⑤ 16,724,775 9,837,532 58.8% 6,887,243

事業区分
基金事業 (参考）

積立額当初予算額 決算額 執行率

①病床機能分化・連携推進 739,967 198,853 26.9% 0

①-2 病床機能再編支援 46,000 103,740 225.5% 103,740

②在宅医療推進 434,890 318,453 73.2% 234,247

③介護施設等整備 2,728,966 1,050,706 38.5% 735,000

④医療従事者確保 1,443,122 1,136,666 78.8% 1,105,875

⑤介護従事者確保 974,915 1,274,352 130.7% 1,052,000

⑥勤務医労働時間短縮 323,000 166,103 51.4% 322,392

計 6,690,860 4,248,873 63.5% 3,553,254

内
訳

医療分小計①②④⑥ 2,986,979 1,923,815 64.4% 1,766,254

介護分小計③⑤ 3,703,881 2,325,058 62.7% 1,787,000

事業区分 R４当初予算額
R３

当初予算額 決算額

基金事業予算計（A) 6,948,155 6,690,860 4,248,873

基金積立金（B) 3,597,000 3,496,000 3,564,099

基金残高増減（見込み）（B-A) ▲3,351,155 ▲3,194,860 ▲684,774



１ 令和４年度基金事業予算（案） （単位：千円）

※令和４年度当初予算(案)は、現在、県議会２月定例会に提出中

２ 令和４年度基金事業提案（医療分）の反映状況

区分 提案件数 反映件数 備　考（反映内容）

Ⅰ：地域医療構想の達成 6 5

(1)医療提供体制の改革等 5 5 ①新規:1、⑤継続:3、⑥実施段階反映:1

(2)その他「病床の機能分化・連携」等 1 0

Ⅱ：在宅医療の推進 9 9

(1)在宅医療を支える体制整備等 7 7 ②拡充:1、⑤継続:6

(2)在宅医療（歯科）の推進等 1 1 ⑥実施段階反映:1

(3)在宅医療（薬剤）の推進等 1 1 ⑤継続:1

Ⅳ：医療従事者の確保・養成 4 3

(1)医師の地域偏在対策等 2 2 ②拡充:1、⑤継続:1

(2)診療科の偏在対策等 0 0

(3)女性医療従事者支援等 0 0

(4)看護職員等の確保等 0 0

(5)医療従事者の勤務環境改善等 1 1 ⑤継続:1

(6)その他「医療従事者等の確保・養成」等 1 0

合計 19 17

提案反映状況

①新規事業化 1 ④事業形態の変更 0

②継続事業の拡充実施 2 ⑤継続事業実施 12

③継続事業へのメニュー追加 0 ⑥継続事業実施段階での内容反映を検討 2

反映件数　計 17

令和４年度地域医療介護総合確保基金（医療分）事業

区 分 R3 当初予算Ａ R4 当初予算(案)Ｂ Ｂ－Ａ

① 地域医療構想の達成に向けた

医療機関の施設又は設備の整備
739,967 892,567 152,600

①－２ 病床機能再編支援 46,000 147,000 101,000

② 居宅等における医療の提供 434,890 348,884 ▲86,006

④ 医療従事者の確保 1,443,122 1,687,512 244,390

⑥ 勤務医の労働時間短縮に向けた

体制の整備
323,000 219,744 ▲103,256

計 2,986,979 3,295,707 308,728

○関係団体から 19 件の提案があり、提案趣旨を踏まえ 17 件の内容を事業に反映予定

（新規・拡充・継続事業実施等に加え、予算措置を伴わない事業実施段階での反映予定等も含む）

参考資料
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３ 事業提案を反映した主な事業

○訪問看護出向研修支援事業 【区分：Ⅱ(1)】

○静岡県ドクターバンク運営事業費 【区分：Ⅳ(1)】

○医療機能再編支援事業（病院ＩＣＴ連携推進検討事業）【区分：Ⅰ(1)】

16

提

案

提案団体 県看護協会

提案内容

・入院から円滑な在宅復帰のため、病院勤務看護師の訪問看護ステーションへの

出向研修に対する助成継続

・さらに参加病院の枠を広げ、病院と地域の医療連携体制を強化

事

業

反

映

反映内容

【継続事業の拡充実施】

・回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟を有する病院等に加え、急

性期病院も対象とする拡充

所 管 課 健康増進課(地域包括ケア推進室班) 予算額（基金） 18,000 千円

提

案

提案団体 静岡県医師会

提案内容
・医師確保に向けたサポートを目的として運用を開始した「静岡県医師バンク」

の運営、機能・広報の拡充

事

業

反

映

反映内容

【継続事業の拡充実施】

・キャリア・復職支援を行う県内病院を紹介する動画等の作成、掲載によるキャ

リア支援情報ページの充実

・医師バンクの利用促進につながるリーフレットの作成

所 管 課 地域医療課（医師確保班） 予算額（基金） 12,957 千円

提

案

提案団体 静岡県病院協会

提案内容
・今後地域で産科や小児科などの集約化が進んだ場合に備え、ＩＣＴを活用した

医療連携の在り方を検討する

事

業

反

映

反映内容

【新規事業化】

・ＩＣＴを活用した医療連携導入の実態及び利用に関する課題及び県内外の

先進的取組事例の調査

・協議会を設置し、調査結果を基に県内での導入に関する検討を実施

・調査結果や先進事例についての研修会を開催

所 管 課 医療政策課（医療企画班） 予算額（基金） 6,800 千円



令和４年度　地域医療介護総合確保基金(医療分)　事業提案の反映

※区分①：病床機能分化・連携推進、②：在宅医療推進、④：医療従事者等確保 （単位：千円）

No. No. 区分 提案団体 提案項目 提案事業内容
事業提案反映

状況
事業提案反映状況 基金事業名 Ｒ４計画

(基金充当額)
担当課

1 1
Ⅱ
(3)

県薬剤師
会

研修会開
催等

地域包括ケアシステム構築のため、地
域連携薬局の推進による多職種との連
携強化や、在宅医療を担う薬剤師を養
成

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
かかりつけ薬
剤師・薬局普及
促進事業

9,000 ○薬事課
(薬事企画班)

2 2
Ⅰ
(1)

病院機構 設備助成

地域における医療連携を進めるため、
病病/病診間の医療情報の共有を行っ
ている「ふじのくにねっと」の機器整備に
要する費用への助成継続

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
地域医療連携
推進事業費助
成

57,000 
○医療政策課
（医療企画班）

3 3
Ⅰ
(2)

病院機構
協議会
設置

小児救急について2次医療圏を超えた
広域的な2次救急体制を整備し、対応医
療機関に医療資源の集約化を図るため
に協議会を設置

⑦事業化見
送り等

（こども病院と他の医療機
関との事前調整に時間を要
するため、令和４年度事業
化見送り）

－ － ○地域医療課
（地域医療班）

4 4
Ⅰ
(1)

県歯科医
師会

研修会
協議会

入院患者への早期の歯科的介入や術
前からの口腔管理実施に向けて、歯科
設置がない地域医療支援病院におけ
る、病院と歯科医師会との医科歯科連
携体制構築の継続

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
地域口腔管理
推進整備事業

7,600 
○健康増進課
(健康増進班)

5 5
Ⅱ
(2)

県歯科医
師会

研修会
協議会

循環器病対策推進に係る研修会等を開
催し、重症化予防および医科歯科連携
体制の強化を図り、健康寿命の延伸に
繋げる。

⑥継続事業
の実施段階
での内容反
映を検討

（既存事業の研修会のテー
マとして取り扱うことを検
討）

全身疾患療養
支援研修事業

1,500 ○健康増進課
(健康増進班)

6 6
Ⅱ
(1)

県看護協
会

補助

円滑な在宅復帰のため、病院勤務看護
師の訪問看護ステーションへの出向研
修に対する助成継続。さらに参加病院
の枠を広げ、病院と地域の医療連携体
制を強化。

②継続事業
の拡充実施

事業対象の病院を拡大
訪問看護出向
研修支援事業

18,000 
○健康増進課
（地域包括ケア
推進班）

7 7
Ⅰ
(1)

浜松医科
大学

補助

病床の共同運用等を含む弾力的な病床
運用の検討、弾力的な病床運用等を通
じて病床の機能分化・連携を推進（地域
医療連携推進法人の設立への支援）

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
地域医療機能
分化等推進事
業費助成

85,068 
○医療政策課
（医療企画班）

8 8
Ⅰ
(1)

浜松医科
大学

補助
人工知能(AI)を内視鏡施行医の診断補
助に利用する新たな内視鏡システムを
県全域で活用できる体制を構築

⑥継続事業
の実施段階
での内容反
映を検討

がん医療均てん化推進事
業費助成事業の中で、低侵
襲医療の設備整備としての
実施を検討。

がん医療均て
ん化推進事業
費助成

27,200 
○疾病対策課
（がん対策班）

9 9
Ⅳ
(6)

浜松医科
大学

専門医、
専従職員
の配置

感染症専任医師等の配置及び専任医
師による研修会等により、感染症に強い
生活様式を県民文化として構築・定着さ
せ、県民自身による感染対策への取組
みが可能な体制を整える。

⑦事業化見
送り等

（県にて検討中の感染症対
策の拠点施設の役割と重
複するため事業化を見送る
が、今後県の拠点施設で事
業化した際には協力等を依
頼予定）

－ －
○感染症対策
課

10
①

10
Ⅳ
(1)

県医師会 研修会

若手医師確保のため、臨床研修医が一
堂に会する「Welcome Seminar」や、キャ
リアパス支援事業「屋根瓦塾 in 
Shizuoka」等の開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
臨床研修医定
着促進事業費

7,678 ○地域医療課
（医師確保班）

10
②

11
Ⅳ
(1)

県医師会

システム
運営、調
査、情報
発信

医師確保に向けたサポートを目的として
運用を開始した「静岡県医師バンク」の
運営、機能・広報の拡充

②継続事業
の拡充実施

キャリア・復職支援を行う県
内病院の紹介動画等の作
成、掲載等を行い、医師バ
ンクHP等の魅力や広報機
能を強化

静岡県ドクター
バンク運営事
業費

12,957 ○地域医療課
（医師確保班）

10
③

12
Ⅳ
(5)

県医師会 研修会

医師の働き方改革を推進するための医
療クラークの教育体制整備に向けた研
修会、女性医師就労支援に向けた講演
会等の開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）

○医師・看護師
事務作業補助
者教育体制整
備事業費
○女性医師就
労支援事業費

4,920 ○地域医療課
（医師確保班）

10
④

13
Ⅱ
(1)

県医師会
研修会
普及啓発

かかりつけ医の機能強化のため、医師・
医療機関向け研修会等の開催、かかり
つけ医の普及に向けた県民向けセミ
ナーの開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
医療・介護一体
改革総合啓発
事業

6,800 ○医療政策課
（医療企画班）

11 14
Ⅱ
(1)

県医師会 拠点運営

地域包括ケアシステムの整備に向け、
在宅医療・介護連携のためのネットワー
ク形成の拠点となる「シズケアサポート
センター」の運営継続

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
在宅医療・介護
連携推進事業
費

30,000 
○健康増進課
（地域包括ケア
推進班）

17



令和４年度　地域医療介護総合確保基金(医療分)　事業提案の反映

※区分①：病床機能分化・連携推進、②：在宅医療推進、④：医療従事者等確保 （単位：千円）

No. No. 区分 提案団体 提案項目 提案事業内容
事業提案反映

状況
事業提案反映状況 基金事業名 Ｒ４計画

(基金充当額)
担当課

12 15
Ⅱ
(1)

県医師会 助成

『地域包括ケア対応型』へとモデルチェ
ンジした「シズケア＊かけはし」の一層
の活用拡大に向け、地域の普及拠点づ
くりのほか、職種やサービス種別に応じ
た新たな活用方法を検討

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）

地域包括ケア
情報システム
連携拠点推進
事業

15,300 
○健康増進課
（地域包括ケア
推進班）

13 16
Ⅱ
(1)

県医師会 研修会

地域での体制づくりの核となる認知症サ
ポート医リーダーを養成する研修会や、
養成したリーダーが情報共有・意見交
換を行う連絡会の開催

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）

認知症関係人
材資質向上等

事業
（介護メニュー）

(1,220)
○健康増進課
（地域包括ケア
推進班）

14 17
Ⅱ
(1)

県医師会 研修会

かかりつけ医を対象とした地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ基礎研修の実施や、かかりつけ医
への支援、市町・地域包括支援センター
との連携づくりの協力を行う「サポート
医」の養成

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
地域リハビリ
テーション強化
推進事業

1,714 
○健康増進課
（地域包括ケア
推進班）

15 18
Ⅱ
(1)

県医師会 助成

かかりつけ医等が、健診や日常の受診
機会を捉え、生活習慣病の重症化予防
とフレイルの評価を合わせた「総合的評
価」を行い、高齢者の状態に応じたサー
ビス等につながる仕組みを構築

⑤継続事業
実施

（従来事業の継続要望）
国保ヘルスアップ支援事業
費（国保事業特別会計）に
て対応

－ (15,000)
○健康増進課
（地域包括ケア
推進班）

16 19
Ⅰ
(1)

県病院協
会

調査
研修会
協議会

今後地域で産科や小児科などの集約化
が進んだ場合に備え、ＩＣＴを活用した医
療連携の在り方を検討する

①新規事業
の立ち上げ

ＩＣＴを活用した医療連携導
入の実態、課題等の調査
や、導入に関する協議会で
の検討等の実施を病院協
会へ委託

医療機能再編
支援事業（病院
ＩＣＴ連携推進
検討事業）

6,800 ○医療政策課
（医療企画班）

18



地域医療構想の実現に向けた重点支援区域
（医療局医療政策課）

１ 概 要

経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年６月 21 日閣議決定）において、地域

医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について診

療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が民間医療機関では担えない機能に

重点化され、2025 年において達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化に沿った

ものとなるよう、重点支援区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うこと

とされた。

２ 対 象
複数医療機関の医療機能再編等

３ 手続き

４ 支援内容

19

種類
複数医療機関

の再編統合
支援内容

技術的

支援
不要

・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療

機関に関するデータ分析

財政的

支援
必要

・病床機能再編支援事業費補助金において通常算定額の

1.5 倍の額を交付

・地域医療介護総合確保基金の優先配分

地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意

都道府県から厚生労働省に申請

厚生労働省において選定（随時募集受付・選定は複数回に分けて実施）

資料５



５ これまでの選定区域（R4.6.30 時点）

20

選定時期 都道府県 区域名 主な動向

第１回

(R2.1)

宮城県
仙南 機能集約化

石巻・登米・気仙沼 抜本的な見直し

滋賀県 湖北 機能集約化、病床削減

山口県
柳井 病床削減

萩 統合の新組織立上げ

第２回

(R2.8)

北海道
南空知 複数病院の再編統合

南檜山 連携推進法人設立 他

新潟県 県央 複数病院の再編統合

兵庫県 阪神 複数病院の再編統合

岡山県 県南東部 病院の独法化 等

佐賀県 中部 複数病院の再編統合

熊本県 天草 機能集約化、病床削減

第３回

(R3.1)

山形県 置賜 複数病院の再編統合 他

岐阜県 東濃 複数病院の再編統合

第４回

(R3.12)

新潟県 上越・佐渡 複数病院の再編統合

広島県 尾三 複数病院の再編統合

第５回

(R4.4)
山口県 下関 複数病院の再編統合
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令和 4年 6月 29日
静岡徳洲会病院
院長 山之上 弘樹

今年度の当院の病床運用について

令和 4年度において、当院は下記のとおり病床の運用を変更したいと考えています。

7西病棟 急性期一般 → 回復期リハビリテーション病棟

現在、７東病棟において回復期リハビリテーション病棟を 35 床（許可病床 47 床）で
運用しております。次年度は、7西病棟（急性期一般・許可病床 52床）と合わせて７階全
体で回復期リハビリテーション病棟として 60 床（47 床+13 床）を稼働させる予定です。
その際、7西病棟（急性期一般）52 床のうち 13 床を回復期リハビリテーション病棟へ転
換し、残りの 39 床を返還したいと考えています。これにより、病院全体の許可病床は 499
床－39床＝460 床になります。
稼働開始は９月を予定しています。

以上
22

医療機能 回復期 急性期

現状
７東

35床（47 床）
７西

37床（52床）

⇓

令和 4年
9月以降

7階全体
60床（47床+13 床＝60床） （52床－13床＝39床を返還）

資料６



一般病床を有する診療所の移転廃止に伴う病床廃止ついて

診療所建て替えのための移転廃止に伴い一般病床３床を廃止する。

23

診療所の名称 平野医院

開設の場所 静岡市葵区昭和町５番地の５

概 要 一般病床３床を有する診療所の移転廃止に伴う病床廃止

廃止する病床の数
療養 一般 計

床 ３床 ３床

診療科目 内科、産科、婦人科、循環器内科

開設者 医療法人社団 平慈会

管理者 平野 周太

従業者の定員
医 師 准看護師 その他 計

２人 ２人 ５人 ９人

廃止予定年月日 令和４年７月 24 日

資料７


